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家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
方
へ

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
所
在
す
る
家
屋
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
年
の
途
中

で
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
で
も
、

そ
の
年
は
課
税
さ
れ
、
翌
年
か
ら

課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
家
屋
を
取
り
壊
し
て
も
届
出

が
な
い
と
、
取
り
壊
し
た
こ
と
が

把
握
で
き
ず
課
税
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
に
は
、

年
内
に
法
務
局
へ
滅
失
登
記
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
年
内
に
滅
失
登

記
が
で
き
な
い
方
、
未
登
記
家
屋

を
取
り
壊
し
た
方
は
、
年
内
中
に

必
ず
「
家
屋
滅
失
届
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

※
所
有
者
や
納
税
義
務
者
が
変

　
　

わ
っ
た
場
合
な
ど
も
ご
連
絡

　
　

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
届
出
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
担
当

　
　
　

（
内
線
１
５
６
～
１
５
８
）

固
定
資
産
税
の
諸
手
続
き
も
お
忘
れ
な
く

「
譲
渡
の
お
尋
ね
」

っ
て
何
で
す
か
？

　

土
地
・
建
物
な
ど
の

資
産
を
売
っ
て
得
た

所
得
は
「
譲
渡
所
得
」

と
し
て
、
確
定
申
告

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（
金
銭
の
や
り
取
り
が

な
く
、
土
地
・
建
物
な

ど
の
資
産
を
交
換
し

た
場
合
に
つ
い
て
も
、

同
様
に
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
、
税
法
上

の
特
例
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。）

　

譲
渡
所
得
に
は
多

く
の
特
別
措
置
が
あ

土地・建物を売られた方は
確定申告のまえに「譲渡のお尋ね」を

る
た
め
、
市
で

は
土
地
・
建
物

な
ど
を
譲
渡

ま
た
は
交
換

し
た
方
を
対

象
に
、
あ
ら
か

じ
め
確
定
申

告
の
前
に
、
そ
の
準
備
調
査
と
し

て
「
譲
渡
所
得
の
内
訳
書
」
の
作

成
な
ど
に
関
す
る
相
談
を
「
譲
渡

の
お
尋
ね
」
と
し
て
お
受
け
し
ま

す
。（
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
直
接

税
務
署
に
相
談
し
て
い
た
だ
く
場

合
も
あ
り
ま
す
）

確
定
申
告
の
時
に

　

相
談
で
は
ダ
メ
で
す
か
？

　

確
定
申
告
期
間
中
は
申
告
会
場

が
混
雑
す
る
た
め
、
譲
渡
所
得
の

相
談
を
お
受
け
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
こ
の「
譲
渡
の
お
尋
ね
」

を
受
け
て
い
な
い
方
に
つ
い
て

は
、２
月
か
ら
行
わ
れ
る
市
の「
確

定
申
告
相
談
・
受
付
」
で
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
直
接
税
務
署
に
申
告
さ

れ
る
方
、
税
理
士
な
ど
に
依
頼
さ

れ
る
方
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

■
日
時

　

12
月
１
日
（
月
）
～
５
日
（
金
）

　

９
時
～
16
時

※
昼
休
み
を
除
く
（
12
～
13
時
）

■
会
場

　

市
役
所
１
階　

防
災
会
議
室

■
対
象
者

　

土
地
・
建
物
な
ど
を
譲
渡
・
交

換
さ
れ
た
方
（
対
象
者
に
は
市

か
ら
通
知
し
ま
す
が
、
届
か
な

く
て
も
譲
渡
・
交
換
を
さ
れ
た

方
は
お
越
し
く
だ
さ
い
。）

■
持
ち
物

　

売
買
契
約
書
、
売
買
に
か
か
わ

る
費
用
の
領
収
書
、
印
鑑

■
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
担
当

　

（
内
線
１
５
３
～
１
５
５
）

　

恵
ま
れ
た
韮
崎
の
自
然
環
境

の
中
で
暮
ら
し
を
始
め
た
い
と

い
う
、
都
会
の
方
か
ら
の
要
望

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
望
に

応
え
る
と
と
も
に
、
使
わ
れ
ず

に
眠
っ
て
い
る
空
き
家
（
空
き

家
・
敷
地
）
な
ど
を
有
効
活
用

し
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

「
空
き
家
バ
ン
ク
」
制
度
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
で
は
、
売
買
・
賃

貸
を
希
望
す

る
方
に
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
・
広
報
な
ど
の
様
々

な
方
法
で
物
件
を
紹
介
し
、
韮

崎
に
住
ん
で
み
た
い
と
い
う
方

に
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

“
売
っ
て
も
い
い
”“
貸
し
て

も
い
い
”
と
い
う
物
件
を
市
内

に
所
有
し
て
い
る
方
は
「
空
き

家
バ
ン
ク
」
に
物
件
登
録
し
て

み
ま
せ
ん
か
？　

ま
ず
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

空
き
家
を
「
貸
し
た
い
方
」「
売
り
た
い
方
」

空
き
家
バ
ン
ク
に
物
件
登
録
を
！

　空き家バンク制度調査研究会では、地域住民を対象

に、地元の素晴らしさを再認識してもらうとともに、「空

き家バンク」制度を紹介することで、制度への理解と

協力を求めることを目的にシンポジウムを開催します。

■日時・場所

　１２月１日（月）　１４：００～

　櫛形生涯学習センター　あやめホール

■主催

　空き家バンク制度調査研究会（韮崎、甲府、山梨、　

　南アルプス、北杜、甲州の６市による共同設置）

甲
か

斐
い

的
てき

生活のすすめ～田舎の価値を再確認しよう～

空き家バンク制度普及促進シンポジウム

■お問い合わせ・お申し込み

　企画財政課企画推進担当（内線３５７）

　〈http://www.city.nirasaki.lg.jp/   

　　　　　　　　　　kurashi/juutaku/akiya.htm〉
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　≪  農地の転用（用途の変更）には許可が必要です！ ≫
■農地転用とは…
　　農地を住宅、駐車場、資材置き場、山林など農業以外の目的（用途）に転用（変更）することです。

■農地を転用するには…
　　農地を農地以外（住宅、駐車場、資材置き場等）に転用するときは、農地法の転用許可が必要です。たとえ、

自分の土地であっても農地を農地以外の地目に転用するときは、農地法第４条の許可が必要です。売買や
賃貸借により所有者以外の方が農地以外の地目に転用するときは、農地法第５条の許可が必要です。親の
土地に子供が住宅を新築する場合にも、同様に第５条の許可が必要となります。

■こんなときも転用許可が必要です…
　　道路面よりも低い土地や湿地で耕作しづらい農地を残土等で埋め立てて、　農

地改良を行い、農地を利用しやすくする場合でも、工事期間中の農地転用許可
が必要になります。ただし、農地改良が伴わないただ残土を埋めるだけの申請
は認められません。

■許可なく転用すると…
　　農地転用許可を得ずに無断で農地を農地以外に転用したり、許可を受けても許可条件に違反したりする

と、農地法により現状回復命令などの処分がされることもあります。

■お問い合わせ　　農業委員会事務局（内線２２６）

　

平
成
20
年
度
の
農
振
農
用
地
除

外
申
出
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

農
振
の
除
外
を
希
望
さ
れ
る
土

地
所
有
者
は
、
次
の
期
間
に
農
林

課
ま
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
受
付
は
農
振
除
外
後
早

期
の
転
用
が
確
実
で
、
転
用
目
的

が
明
確
で
あ
り
、
緊
急
を
要
す
る

も
の
が
対
象
と
な
り
ま
す
。（
大

規
模
な
も
の
や
具
体
性
・
緊
急
性

に
欠
け
る
も
の
は
対
象
外
で
す
）

■
事
前
相
談
期
間

　

12
月
１
日
（
月
）
～
５
日
（
金
）

■
申
出
受
付
期
間

　

12
月
８
日
（
月
）
～
19
日
（
金
）

※
申
出
は
期
限
厳
守

■
申
出
方
法

　

農
林
課
窓
口
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
あ
る
申
出
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
添
付
書
類
を
添
え

て
、
農
林
課
農
林
振
興
担
当
に
提

出
し
て
下
さ
い
。

■
除
外
要
件

　

次
の
除
外
要
件
を
全
て
満
た
す

も
の
に
限
り
受
付
し
ま
す
。

◇
農
用
地
区
域
以
外
に
代
替
す
る

土
地
が
な
い
こ
と
。

◇
農
用
地
区
域
内
に
お
け
る
農
用

地
の
集
団
化
、
農
作
業
の
効
率

化
そ
の
他
の
農
業
上
の
利
用
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

◇
農
用
地
区
域
内
の
農
業
用
施
設

の
機
能
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

◇
国
の
直
轄
、
ま
た
は
補
助
に
よ

る
土
地
改
良
事
業
、
ま
た
は
こ

れ
に
準
ず
る
事
業
で
農
業
用
排

水
路
の
新
設
、
区
画
整
理
、
農

用
地
の
造
成
な
ど
の
施
行
に
か

か
わ
る
区
域
に
あ
る
場
合
は
、

事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
年
度

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
８
年

を
経
過
し
た
土
地
で
あ
る
こ
と
。

※
除
外
申
出
地
が
農
用
地
区
域
か

ら
除
外
さ
れ
て
も
事
業
計
画
が

実
施
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
再

度
農
用
地
区
域
に
編
入
し
ま
す
。

■
除
外
と
な
る
ま
で
の
期
間

　

農
振
除
外
が
決
定
さ
れ
る
ま
で

に
一
年
程
度
の
期
間
が
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
事
業
計
画
を
検

討
す
る
際
に
は
ご
注
意
下
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先

　

農
林
課
農
林
振
興
担
当

（
内
線
２
２
４
）

〈h
ttp

://w
w

w
.c

ity
.n

ira
sa

k
i.

lg
.jp

/s
a

n
g

y
o

u
/n

o
u

r
in

/

nougyoushinkoutiiki.

〉

農
振
農
用
地
除
外
申
出
の
受
付
に
つ
い
て

  韮崎市職員（作業療法士）を募集します !

　詳細は、「職員採用試験案内」（市ホームペー
ジに掲載、政策秘書課および市立病院事務局に
て配布）をご覧ください。

■お問い合わせ
　政策秘書課政策人事担当　　　（内線３２５）
　URL　http://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi/　　
　　　　boshuu/untitled.htm

採用職種 試験区分 採用者数 採用日 募集受付
試　験　日

試験種目 資格要件等
１次 ２次

作業療法士 中級 1 名
平成２１年

４月１日
11 月 4 日  
～ 25 日

12 月 13 日 1 月 1 5 日

※ 1 次試験 
    教養 適性検査
   小論文
※２次試験 
　面接

作業療法士資格を
有する者（取得見
込者を含む）、採
用時 28 歳以下

※上記内容については、予告なく変更することがあります。




